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○奈半利町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 

令和５年３月16日規則第２号 

奈半利町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、奈半利町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例（令和５年条例第５

号。以下「条例」という。）第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（入居者の公募） 

第２条 条例第１条に掲げる目的を達成するため、奈半利町移住促進住宅（以下「移住促進住

宅」という。）に入居する者の公募は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 

(１) 町のホームページ 

(２) 町の広報誌 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が有効と認める方法 

（入居者の資格） 

第３条 条例第３条第１項第３号で規定する移住促進住宅に同居できる親族の範囲は、入居申

請者の３親等以内の親族及び入居申請者と事実上婚姻関係にある者又は婚姻の予約している

者とする。 

２ 入居者と同居又は同居をしようとする親族等で事実婚又は婚姻の予約者があるときは、第

３条第１項で規定する入居申請書の申立書兼誓約書欄にその旨を記載し、申請をしなければ

ならない。 

（入居申請等） 

第４条 条例第４条第１項の規定により移住促進住宅に入居の申込をする者（以下、「入居申

請者」という。）は、移住促進住宅入居申請書（別記様式第１号）（以下、「入居申請書」

という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項で規定する入居申請書を受理したときは、その内容を審査し、条例第３条で

規定する入居者の資格を有すると認めるときは、条例第４条第２項の規定に基づき、移住促

進住宅入居決定通知書（別記様式第２号）（以下、「入居決定書」という。）により、当該

入居申請者に通知するものとする。 

３ 第１項で規定する入居申請書の提出をした者が公募を行った移住促進住宅の戸数を超える

ときは、入居申込者を含む２人以上の者を立ち会わせ、抽選により入居者を決定しなければ

ならない。 

４ 前項で規定する抽選によらず、条例第４条第３項ただし書の規定により入居者の決定をす

るときは、他の入居申請者にその理由を説明しなければならない。 

（入居手続） 

第５条 前条第２項で規定する入居決定書の通知を受けた入居申請者（以下、入居者とい

う。）は、町長に移住促進住宅使用証書（別記様式第３号）に次条で規定する連帯保証人の

住民票及び官公署の発行する収入証明者並びに印鑑登録証明書を添付して提出しなければな

らない。 

２ 条例第５条第４項で規定する入居可能日の通知を受けた入居者は、同条第５項で規定する

指定期日までに奈半利町移住促進住宅賃貸借契約書（別記様式第４号）により町長と賃貸借

契約（以下「初期契約」という。）の締結をし、移住促進住宅に入居しなければならない。 

（連帯保証人） 
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第６条 前条第１項で規定する移住促進住宅使用証書に連帯保証人として連署する者は、独立

の生計を営む者で連帯保証人として保証能力を有する者でなければならない。 

２ 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに新

たな連帯保証人を選定し、連帯保証人変更承認申請書（別記様式第５号）を町長に提出しな

ければならない。 

(１) 住所不明 

(２) 後見開始又は保佐開始の審判 

(３) 破産、失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生 

(４) 死亡 

（同居の承認申請） 

第７条 条例第７条で規定する新たに同居の承認を受けようとする者がある入居者は、移住促

進住宅同居承認申請書（別記様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

（入居の承継） 

第８条 条例第８条で規定する入居者の地位の承継をしようとする同居者は、その理由が生じ

た日から15日以内に移住促進住宅入居承継承認申請書（別記様式第７号）（以下「承継申

請」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項で規定する承継申請には、戸籍謄本のほか町長が必要があると認める書類を添付しな

ければならない。 

３ 条例第８条で規定する入居の承継を承認された同居者は、承認の日から10日以内に条例第

５条第１項及び同条第５項で規定する入居の手続を行わなければならない。 

（入居期間の延長申請及び許可） 

第９条 入居者は、災害等のほか止むを得ない事情により、次の住居の定まらない場合であっ

て、条例第６条第２項又は第３項の規定に基づく入居期間の延長を希望するときは、入居期

間の最終日前10日までに移住促進住宅入居期間延長申請書（別記様式第８号）（以下「延長

申請」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項で規定する延長申請の提出があった場合、その申請内容を審査し、入居期間

の延長が必要と認めるときは、移住促進住宅入居期間延長許可書（別記様式第９号）（以下

「延長許可」という。）により、当該入居者に通知し、許可しない場合もその旨を通知しな

ければならない。 

３ 前項の延長許可をした場合の賃貸借契約は、初期契約に準ずるものとする。 

（使用料） 

第10条 条例第９条第２項及び第３項で規定する使用料は、その月の使用日数を当該使用月の

日数で除した数に月額使用料を乗じて得た額とする。その額に100円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。 

（使用料の納付期限） 

第11条 条例第９条第２項又は第３項で規定する使用料の納付期限となる日が日曜日又は土曜

日若しくは国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下この条

において「休日等」という。）に当たるときは、その納付期限となる日以降で直近の休日等

に当たらない日をもって当該使用料の納付期限とみなす。ただし、12月の使用料は、翌１月

４日以降で直近の休日等に当たらない日を納付期限とする。 

（使用料の減免等） 

第12条 条例第10条で規定する使用料の減免等の基準は、別表１のとおりとする。 
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２ 使用料の減額又は免除並びに徴収猶予を受けようとする入居者は、移住促進住宅使用料減

免等申請書（別記様式第10号）（以下「減免等申請書」という。）を町長に提出しなければ

ならない。 

３ 町長は、前項で規定する減免等申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、減免等

の必要があると認めるときは、移住促進住宅使用料減免等決定通知書（別記様式第11号）に

より当該申請者に通知し、また、承認しない場合もその旨を通知しなければならない。 

４ 前項で規定する減免等の決定を受けた者がその決定期間及び決定事由に変更が生じたとき

は、速やかに移住促進住宅減免申請変更届（別記様式第12号）により、町長に届け出なけれ

ばならない。 

（明渡し届） 

第13条 入居者は、使用期間の満了する日（以下「使用期限」という。）前に当該移住促進住

宅の明渡しをするときは、明渡しをする日の一月前までに町長に移住促進住宅明渡し届出書

（別記様式第13号）の提出をし、検査を受けなければならない。 

（明渡し請求） 

第14条 町長は、移住促進住宅の使用期限の前90日までに当該入居者に移住促進住宅明渡し通

知書（別記様式第14号）により使用期限の通知をするものとする。 

２ 町長は、入居者又は同居する者が条例第17条第１項各号に該当すると認めるときは、移住

促進住宅明渡し請求書（別記様式第15号）により明渡しの請求をするものとする。 

（費用負担） 

第15条 条例第11条及び同第12条で規定するもののほか定めのない費用の負担については、奈

半利町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成10年規則第２号）の規定に準ずる

ものとする。ただし、疑義の生じたときは、町長及び入居者が相互に誠意をもって協議し、

解決するものとする。 

（模様替え等） 

第16条 条例第14条第１項ただし書の規定により移住促進住宅を模様替し、又は増築しようと

する入居者は、移住促進住宅模様替等承認申請書（別記様式第16号）に模様替又は増築等そ

の詳細が判断できる図面等を添付し、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項で規定する申請書の提出があったときはその認否を入居者に通知するものと

する。 

（目的外使用の許可及び制限） 

第17条 条例第15条第１項ただし書で規定する移住促進住宅の住宅以外の用途に使用すること

を承認（以下この条において「目的外使用の承認」という。）することができる条件は、次

の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。 

(１) 身体に障害のある入居者が移住促進住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ、指圧、

はり又はきゅうの事業を行う場合 

(２) 移住促進住宅の機能を実質的に阻害せず、かつ、増改築を必要とせず、直ちに当該移

住促進住宅の本来の使用形態に戻すことができると認められる場合 

(３) 前２号に掲げるもののほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、

当該当該移住促進住宅の管理をするうえで支障がないと認められる場合 

２ 目的外使用の承認を得ようとする者は、移住促進住宅目的外使用承認申請書（別記様式第

17号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、入居者から前項で規定する目的外使用の承認の申請があったときは、当該申請に
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係る認否を移住促進住宅目的外使用（承認・否認）書（別記様式第18号）により、当該入居

者に通知するものとする。 

（立入検査） 

第18条 条例第18条の規定により町長の指定を受け、移住促進住宅の検査に当たる者は、その

身分を示す奈半利町移住促進住宅立入検査証（別記様式第19号）を携帯し、関係人から請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

（事故免責） 

第19条 町長は、移住促進住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該移住促進

住宅内及び移住促進住宅周辺で発生した事故の責任を負わないものとする。 

（契約の消滅） 

第20条 移住促進住宅が天災、地変、火災のほか町長及び入居者双方の責めに帰さない事由に

より、当該移住促進住宅が滅失し、又はその使用が制限される事態が生じたときは、賃貸借

契約を終了することができる。 

（準用規定） 

第21条 条例第19条第１項の規定により指定管理者に移住促進住宅の管理を行わせる場合にあ

っては、第２条中「次の各号に掲げる方法」とあるのは「指定管理者が定める方法」と、第

４条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」

と、そのほか「使用」とあるのは「利用」と、「別記様式」とあるのは「指定管理者が定め

るもの」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

  附 則（令和８年２月25日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

別表１（第12条関係） 

条例第10条各号に該当した期間 減免等区分 

生活が困窮になると見込まれる期間が概ね１ケ月以内 徴収猶予 

生活が困窮になると見込まれる期間が概ね２ケ月程度 １／２減額 

生活が困窮になると見込まれる期間が概ね３ケ月以上 全額免除 
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別記様式第１号（第４条関係） 
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別記様式第２号（第４条関係） 
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別記様式第３号（第５条関係） 
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別記様式第４号（第５条関係） 
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別記様式第５号（第６条関係） 
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別記様式第６号（第７条関係） 
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別記様式第７号（第８条関係） 
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別記様式第８号（第９条関係） 
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別記様式第９号（第９条関係） 
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別記様式第10号（第12条関係） 

 



21/29 

別記様式第11号（第12条関係） 
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別記様式第12号（第12条関係） 
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別記様式第13号（第13条関係） 
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別記様式第14号（第14条関係） 
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別記様式第15号（第14条関係） 
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別記様式第16号（第16条関係） 
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別記様式第17号（第17条関係） 
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別記様式第18号（第17条関係） 
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別記様式第19号（第18条関係） 

 


